
 

□□ 雑則規定 ４－９２－１ａ 

面積、高さ及び階数の算定 
該当

条文 

法第９２条  

令第２条第１項第２号 

出窓の建築面積の算定 

□ 内 容 

出窓部分の建築面積の算定方法 

□ 取 扱 

床面積に算入しない出窓については、軒、庇、はね出し縁その他これらに類するものとみなし、

原則として建築面積に算入しない。 

床面積に算入しない出窓は、下記の各条件を満たすものである。 

１．出窓の下端が床面から３０ｃｍ以上の高さであること。 

２．出窓が周囲の外壁面からの水平距離が５０ｃｍ以上突き出ていないこと。 

３．出窓部分の見付け面積の１／２以上が窓であること。 

□関連資料 床面積の算定方法について（S.61住指発第 115号） 

 

 

 

 

見付面積の１／２以上が窓 

出窓 

窓 

見付面積の１／２以上が窓 

屋根ヹ庇等と一体となって
いないこと 

３０ｃｍ以上 

出幅５０ｃｍ未満 

出窓下部に戸袋等を設けないこと 

出幅５０ｃｍ未満 

平面図 断面図 

見付面積は、室内側から見た鉛直投影面積とする。 
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